
 

国保連通知書解釈・解説 

Ⅰ審査内容の通知について 

 

介護給付費等支払決定額内訳書 

国保連内で審査した結果、当月請求分の審査決定額を知らせる通知 

 

 

 

介護給付費過誤決定通知書【介護給付費明細書】 

事業所から過誤申請を受け、国保連内で審査した結果、国保連が調整決定した単位数と請求額を知らせる通知 

 

当初請求額 過誤申請を受け付けた 

後の確定単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険審査決定増減表【給付管理票】 

給付管理票の誤りを国保連で修正した事を知らせる通知 国保連内で当月請求分の実績単位数、請求額を調整し

たことを知らせる通知 

 

  ③について 

   当初提出された給付管理票               再提出された給付管理票 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 サービス種類 単位数 
 

訪問介護 4000 

事業者 サービス種類 単位数 

A事業者 訪問介護 4000 

報酬額の確認 

過誤完了⇒再請求が出来る事を知らせる通知 

介護給付明細書の過誤申請が出来る事を知らせる通知 

介護給付費明細書

10,000単位 

介護給付費明細書

5,500単位 

国保連が 4,500単位の減算 

調整 

を決定 

過誤申請 

通知書では赤で

ー4,500と記載 

国保連内のシステム上、上書きされてしまう

結果 決定単数が 8,000単位に 

 

4,000単位にする為、4,000単位の減算調整 

通知書では 

決定単位集：0 

調整単位数：赤で－4,000と記

載 

国保連へ修正依頼 



 

 

 

介護保険審査増減単位数通知書【介護給付費明細書】 

給付管理票と突合した結果、給付管理票に記載された単位数と一致させる為介護給付明細書に記載の単位数をマ

イナス調整したことを知らせる通知 

 

介護保険審査決定増減表【給付明細書／給付管理票】 

当月請求分で返戻が何件なるか及びその単位数、保留が何件あるか及びその単位数、給付管理票が提出されたこ

とによる保留が解消された件数及び単位数を知らせる通知 

 

 

 

 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表【給付明細書／給付管理票】 

国保連保有の台帳（受給者台帳、事業所台帳）と突合した結果、介護給付明細書に誤りがある事を知らせる通知 

 

 

Ⅱ.給付明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表について解説 

【内容】同月に同じ給付管理票（新規）を提出済 

 

   国保連に重複請求してしまったケース 

 

       ①伝送時に同一の給付管理票のファイルを複数回伝送してしまった場合 

 

 

 

       ②1 回目に伝送した管理票が間違っていたことに気づき訂正して再度送信してしまった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       ③月の途中でケアプランセンターが変わり、変更前のケアプランセンターが請求してしまった 

 

 

 

 

介護給付明細書／給付管理票の誤りを知らせる通知 

修正箇所のヒントが記載されている 

国保連内で査定を行った事を知らせる通知 再請求の必要なし 

既に正しい給付管理票が受け付けられるので再請求の必要なし 

給付管理票 

【1回目に伝送】 

給付管理票 

【2回目に訂正して伝

送】 

再提出必要

なし 

「修正」区分にて作成

して再提出 

記載内容が

正しい場合 

記載内容が間違っている

場合 

 

Aケアプランセンター Bケアプランセンター 

5/21 5/30 5/1 

B ケアプランセンタ

ーが再提出 

考えられる間違い 

通知書では

返戻と記載 



 

  【内容】同月に同じ請求明細書を提出済 

     

   国保連に重複請求してしまったケース 

 

       ①伝送時に同一の給付明細書のファイルを複数回伝送してしまった場合 

 

 

 

       ②1 回目に伝送した理給付明細書票が間違っていたことに気づき訂正して再度送信してしまった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       ③保留期間中に再請求してしまった場合 

         再請求の必要なし⇒ケアプランセンターに提出依頼をかける 

 

  【内容】支援事業所に給付管理の修正依頼が必要 

 

    先月以前に同じ介護給付費を請求し、給付管理票と突合した結果、0査定にも関わらず再請求して 

しまった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【内容】同月に市町村等による過誤調整を実施済 

 

     給付管理票の修正を提出した月と同じ月に提出⇒市区町村にて給付管理票の修正完了前に明細書が提出

されてしまった 

 

 

 

既に正しいが受け付けられるので再請求の必要なし 

給付明細書【1回目に伝送】 給付明細書 

【2回目に訂正して伝

送】 

過誤（取下げ）手続⇒取下げ完了を確認

⇒再請求 

既に国保連から支払いを

受けている 

考えられる間違い 

通知書では

返戻と記載 

給付費明細書 

明細書の記載に間違いが

ない場合 

再請求の必要なし 

ケアプランセンターに修正依頼 

明細書の記載に間違いが

ある場合 

ケアプラン修正⇒修正完了を確

認⇒過誤（取下げ）手続⇒ 

取下げ完了を確認⇒再請求 

給付管理票の修正完了を確認してから 

再請求⇒介護給付費再審査決定通知書を確認 


